
 東京電力ホールディングス株式会社
労働環境改善

2018/2/1現在

17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 下 上 中 下 前 後

（実　績）
　・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握
　・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィード
　　バック
　・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応
　・作業員へのアンケートによる実態把握（第８回）

（予　定）
　・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握
　・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィード
　　バック
　・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応

（実　績）
　・検査対象者・医療機関等からの問い合せ対応及び検査費用の精算手続き
　・インフルエンザ予防接種の実施（10/25～1/31  1F構内臨時会場、
      近隣医療機関）

（予　定）
　・検査対象者・医療機関等からの問い合せ対応及び検査費用の精算手続き

5

作業員の確保
状況と地元雇
用率の実態把
握

（実　績）
　・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計

（予　定）
　・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計

6

労働環境・生
活環境・就労
実態に関する
企業との取り
組み
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1
防護装備の適
正化検討

（実　績）
　・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※
　・管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化運用開始
　　（2016年3月8日）

（予　定）
　・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※
　　（運用範囲の拡大等）

※管理対象区域を３つのゾーンに区分し、休憩所や装備交換所で、
　各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減
　による作業性の向上を図る。
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労働環境改善スケジュール 

分
野
名

括
　
り

作業内容 4月2月 3月 備　考これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定 12月 1月

3

4

人
身
安
全

2

重傷災害撲
滅、全災害発
生状況の把握

（実　績）
 　・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価
 　・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等
 　・作業毎の安全施策の実施（ＴＢＭ－ＫＹ等）
　
 （予　定）
 　・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価
 　・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等
 　・作業毎の安全施策の実施（ＴＢＭ－ＫＹ等）

継続的な医療
職の確保と患
者搬送の迅速
化

（実　績）
　・１Ｆ救急医療室の2018年3月までの医師確保完了
　　（固定医師１名＋ﾛｰﾃｰｼｮﾝ支援医師）
　・１Ｆ救急医療室の1～3月の勤務医師調整

（予　定）
　・１Ｆ救急医療室の4～6月の勤務医師調整
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7
構内専用車両
の点検整備

（実　績）
　・未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定
　・未点検の構内専用車両の整備の実施

（予　定）
　・未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定
　・未点検の構内専用車両の整備の実施
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労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック

作業員の確保状況集約▽

情報共有、安全施策の検討・評価

▽作業員の確保状況調査依頼

管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討

作業員の確保状況（12月実績/2月予定）と

地元雇用率（12月実績）についての調査・集計

健康相談受付

▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▼

【検査受診期間】 検査対象者・医療機関等からの問い合せ対応及び検査費用清算手続き

▽作業員の確保状況調査依頼

管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化

１Ｆ救急医療室3月までの医師確保完了

未点検の構内専用車両の整備の実施

１Ｆ救急医療室の1～3月の勤務医師調整

作業員へのアンケートによる実態把握（第８回）

公表（12/21）
▼

インフルエンザ予防接種の実施

１Ｆ救急医療室の4～6月の勤務医師調整

未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定（2月分） 未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定（4月分）

作業員の確保状況（1月実績/3月予定）と

地元雇用率（1月実績）についての調査・集計

作業員の確保状況（2月実績/4月予定）と

地元雇用率（2月実績）についての調査・集計

未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定（3月分）
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管理対象区域の運用区分 レイアウト



（厚労省ガイドラインへの対応状況）

東京電⼒ホールディングス株式会社

2018年2⽉1⽇

福島第⼀における作業員の健康管理について



１．福島第⼀における健康管理対策

１

・対 象： 健康診断受診者のうち、結果で「要精密検査」・「要治療」・「要治療継続」と判定された者
・内 容： 上記対象者が医療機関を受診し、必要な者に対する就業措置等の対応が取られている

ことの確認

福島第一における作業員の健康管理対策として、各元請事業者及び東京電力が以下の確認を行う
仕組みを構築し運用中

＜経緯＞
・厚労省のガイドラインへの対応として、産業医科大学殿から頂いたご指導を具体的な達成

目標とし、各元請事業者の協力のもと、2016年7月（一部8月）より、当該運用を開始。

・当面、四半期毎に各元請事業者より管理状況報告を受けて確認することとしている。

（2016年度第２四半期の管理状況より、廃炉・汚染水対策チーム会合事務局会議で報告を実施）

・今回、2017年度第２四半期分（7～9月の健康診断）の管理状況及び第１四半期分以前の

フォローアップ状況を確認。 ⇒ 結果概要は2、3頁に記載。

【具体的な達成目標】
東京電力及び元請事業者により、関係請負人の作業員について、以下の５点が確実に実施されている状

態を実現させること
①定期的に必要な健康診断を全員が受けていることを確認
②健康診断の結果、治療または精密検査が必要とされた作業員が、医療機関を受診していることを確認
③医療機関を受診して治療が必要とされた作業員が、すくなくとも福島第一構内で働く間は、必要な治療

を継続していることを確認
④定期的な健康診断の結果に基づき、就業上の措置を含む対応が行われていること
⑤就業上の措置の実施状況が継続的に確認され、見直しが行われていること



２

２．第２四半期の健康診断に対する管理状況の取り纏め結果

⇒各元請事業者から適切に報告がなされ、各社が構築した仕組み
が有効に機能し、関係請負人での実施状況まで把握できる状態。

・期間中の健診受診者数は、合計4,104人で、「要精密検査」「要治療」「要治療継続」のいずれか
の判定者は合計1,095人（全体の27％）であった。そのうち、「要精密検査」は264人（全体の6％）。

・「要精密検査」判定者の人数 264人
対応状況 A（精密検査を受診し、必要な場合は 153人

事業者による就業措置まで完了）
B（現在、途中段階） 83人
C（指導後も未受診） 28人

・各元請事業者からの報告時点で、既に58％が精密検査を受診し必要な者に対する就業措置ま
で完了（A）の状況にあり、近く完了が見込める者（B）を含めると89％となった。
・各社とも構築した仕組みのもとで、指導、管理が適切に実施されている状況にある。
・指導後も未受診（C）と回答の11％は、次の第３四半期分報告時にその後の状況を確認する。

（２）「要精密検査」判定者への対応状況

注）「要精密検査」以外の「要治療」・「要治療継続」者への対応状況は、次々四半期報告で
の報告を求めている。

第２四半期（7～9月）に実施の健康診断に対する管理状況の取り纏め結果

（１）健康診断受診及び結果の状況 ［集約の対象： 50事業所 （元請事業者数47社）］

注）人数は各社からの報告の単純集計であり、所属の異動や健康診断種別ごとにカウントしているケースなどによる重複もある。次ページも同じ。

注）関係法令により、放射線業務従事者として従事を始めるとき及び、以降２回／年の頻度で健康診断を受けることが義務付けられている。



３

３．第１四半期分以前のフォローアップ状況

「要精密検査」判定者の人数 609人

【 第１四半期報告当時 】 2017年8月

第１四半期分報告の「要精密検査」判定者への対応フォローアップ状況

A （精密検査を受診し、必要な場合は 354人
事業者による就業措置まで完了）

B （現在、途中段階） 86人
C （指導後も未受診） 169人

【 フォローアップ状況報告時 】 2017年11月

A （精密検査を受診し、必要な場合は 529人
事業者による就業措置まで完了）

C （指導後も未受診） 20人

（健康診断受診後に間もなく退所した者等を除く）

⇒第１四半期報告時点で対応が完了していなかった対象者も継続した対応がなされ、今回のフォ
ローアップ報告時点で96％まで完了（退所者等は除く集計）。残りの4％（20人）も継続して確認していく。

前年度第４四半期分報告の「要治療」・「要治療継続」判定者への対応状況

⇒健康診断後の退所者を除き、ほぼ全員が治療や治療継続が実施されていること確認。

（「要治療」・「要治療継続」者への対応状況については、次々四半期報告で報告を求める運用としている）


